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１ 統一的な基準による地方公会計制度の目的

平成 27 年１月の総務省からの通知に基づき、地方公共団体は統一的な基

準による財務書類を作成することが義務づけられました。従来の総務省方式

改定モデルの財務書類では

①決算統計データをもとに財務書類を作成していたため、資産・負債の金額

が現実の取引価格と大きくかけ離れる事象があった。

②貸借対照表に計上する固定資産価額の根拠となる固定資産台帳の整備が前

提となっていない。

③財務書類の作成基準に総務省方式改定モデルや、基準モデル、その他の方

式（東京都方式等）が存在し財務書類の比較ができない。

といった問題がありました。

このような問題に対し、統一的な基準により財務書類を作成することで

①発生主義・複式簿記の導入により資産・負債の金額が現実の取引価格をベ

ースとした金額となる。

②固定資産台帳の整備が前提となり固定資産台帳と財務書類がリンクし、固

定資産台帳に基づく施設マネジメントの成果を財務書類に反映することが

できる。

③統一的な基準で財務書類を作成するため、団体間の比較可能性が確保され

る。

といった目的を達成することができます。

本町においても、人口減少・少子高齢化が進展し、財政状況が厳しさを増す

なかで、財政のマネジメントをより一層強化し、限られた資産を「賢く使う」

ための材料として、平成 28 年度決算から統一的な基準による財務書類を作成

し、健全な財政運営に役立てています。
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２ 財務書類とは

（１）財務書類の構成

財務書類は①貸借対照表、②行政コスト計算書、③純資産変動計算書、④資

金収支計算書と、財務書類に関連する事項の注記表から構成されています。

①～④の財務書類は以下の図のとおり関連しています。

・貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の「本年度

末現金預金残高」と一致します。

・貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の「本年度末純資産残

高」と一致します。

・行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に同額が

記載されます。

①貸借対照表 ②行政コスト ③純資産変動 ④資金収支

計算書 計算書   計算書

資産のうち

現金預金

負債

前年度末

純資産

残高

経常費用 業務活動収支

資産

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

臨時損失 財源 財務活動収支

固定資産等

の変動額

前年度末

現金預金

残高

臨時利益

純資産

本年度末

純資産

残高

本年度末

現金預金

残高

純行政コスト
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（２）財務書類の報告主体

財務書類をその報告主体ごとに分類すると①一般会計等財務書類、②全体会

計財務書類、③連結会計財務書類の３つに分けることができます。

それぞれの財務書類の対象を示すと以下のとおりです。

①一般会計等財務書類

●一般会計

②全体財務書類

①に加えて

●特別会計（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療）

●公営企業会計（水道事業会計・公共下水道事業会計）

③連結財務書類

②に加えて

●（公財）久御山町文化スポーツ事業団 ●京都地方税機構

●京都府自治会館管理組合 ●城南衛生管理組合

●京都府後期高齢者医療広域連合 ●城南土地開発公社

●京都府市町村職員退職手当組合 ●澱川右岸水防事務組合

●京都府市町村議会議員公務災害補償等組合●淀川・木津川水防事務組合
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３ 久御山町財務書類の説明

ここでは各財務書類がどのような目的で作成されているのか、また、財務

書類の各勘定科目がどのようなことを示しているのかを説明します。

（１）貸借対照表

貸借対照表は、年度末における久御山町の財政状態を示すことを目的とし

て作成されます。つまり、年度末において久御山町には資産、負債及び純資産

がどれだけあるのかを示す書類です。

資産の部

固定資産

有形固定資産

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産

インフラ資産 システムまたはネットワークの一部であり、性質が特殊な

もので代替的利用ができないこと、移動させることができ

ないこと等、処分に関し制約を受ける有形固定資産

物品 自治法第 239 条第１項に規定するもので、取得価額または

見積価額が 50万円以上の資産

無形固定資産

ソフトウェア コンピューターに一定の仕事をさせるプログラム

その他 ソフトウェア以外の無形固定資産

投資その他の資産

投資及び出資金 有価証券または出資金。出資金には自治法第 238 条第１項

第７号により出捐金も含む。

投資損失引当金 出資金のうち連結対象団体に関するものについて、実質価

額が 30％以上低下した場合に、取得価額と実質価額との差

額を計上するもの

長期延滞債権 債権回収予定日から１年以上経過した未回収の債権

長期貸付金 自治法第 240 条第１項に規定する債権である貸付金のう

ち、流動資産に計上されるもの以外のもの

基金 基金のうち公共施設建設基金や地域福祉基金及び国際交

流基金等、固定資産に計上されるもの

徴収不能引当金 長期延滞債権、長期貸付金に対し、過去の徴収不能実績率

により算定したもの
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流動資産

現金預金 現金及び現金同等物

未収金 本年度調定した債権の収入未済額

短期貸付金 翌年度に償還期限が到来する貸付金

基金 財政調整基金及び減債基金。減債基金については翌年度内

に取り崩す予定のあるもの

棚卸資産 翌年度以降に売却を目的として保有する資産

徴収不能引当金 未収金、短期貸付金に対し、過去の徴収不能実績率により

算定したもの

負債の部

固定負債

地方債 地方債のうち償還予定が翌々年度以降のもの

長期未払金 自治法第 214 条に規定する債務負担行為で確定債務と見な

されるもの及びその他の確定債務のうち流動負債に計上

されるもの以外のもの

退職手当引当金 期末時点で職員が自己都合退職した場合の要支給額

損失補償等引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地

方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた

将来負担額

流動負債

１年内償還予定

地方債

地方債のうち償還予定が翌年度のもの

未払金 役務の提供が完了しその支払いが未済のもの

未払費用 役務の提供が継続中でその支払いが未済のもの

前受金 対価の収受があり役務の提供を行っていないもの

前受収益 対価の収受があり役務の提供が継続中のもの

賞与等引当金 期末時点で在籍している職員に対する翌年度６月支給予

定の期末・勤勉手当総額とそれらに係る法定福利費相当額

の６分の４に相当する額

預り金 職員の源泉所得税などの第３者から寄託された資産に係

る見返負債

純資産の部

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積

余剰分（不足分） 費消可能な資源の蓄積
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（２）行政コスト計算書

行政コスト計算書は、会計期間中の地方公共団体の費用・収益の額を明ら

かにすることを目的として作成されます。つまり、久御山町が公共サービスを

提供するためにどれだけのコストが生じているかを示す書類です。

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用

賞与等引当金

繰入額

賞与等引当金の当該年度発生額

退職手当引当金

繰入額

退職手当引当金の当該年度発生額

その他 上記以外の人件費

物件費等

物件費 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的性

質の経費で資産計上されないもの

維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等

減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負

担になる資産価値減少金額

その他 上記以外の物件費等

その他の業務費用

支払利息 地方債等に係る利息負担金額

徴収不能引当金

繰入額

徴収不能引当金の当該年度発生額

その他 上記以外のその他の業務費用

移転費用

補助金等 政策目的による補助金等

社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等

他会計への繰出金 特別会計や地方公営企業会計への繰出金

その他 上記以外の移転費用

経常収益

使用料及び手数料 一定の財・サービスを提供する場合に、当該財・サービス

の対価として使用料及び手数料の形態で徴収する金銭

その他 上記以外の経常収益
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臨時損失

災害復旧事業費 災害復旧に関する費用

資産除売却損 資産を除却した場合の資産の除却時の帳簿価額並びに資

産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の損失額

投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該年度発生額

損失補償等引当金繰入額 損失補償等引当金の当該年度発生額

その他 上記以外の臨時損失

臨時利益

資産売却益 資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の利益額

その他 上記以外の臨時利益
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（３）純資産変動計算書

純資産変動計算書は、会計期間中の久御山町の純資産及びその内部構成の

変動を明らかにすることを目的として作成されます。つまり、行政コストや固

定資産の動きに応じて久御山町の純資産がどれだけ変動したのかを示す書類で

す。

純行政コスト

純行政コスト 行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動

財源

税収等 地方税や地方譲与税等

国県等補助金 国や京都府からの補助金等

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加 固定資産の形成による保有資産の増加額または固定資産

の形成のために支出した金額

有形固定資産等の減少 固定資産の減価償却費相当額及び除却・売却による減少額

または固定資産の売却収入、除却・売却相当額及び自己金

融効果を伴う減価償却費相当額

貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新た

な貸付金・基金等のために支出した金額

貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による保有資産の減少額

または貸付金の償還収入及び基金の取崩収入相当額等

資産評価差額

資産評価差額 有価証券等の評価差額

無償所管換等

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等

その他

その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動
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（４）資金収支計算書

資金収支計算書は、久御山町の内部者（町長、議会、補助機関等）の活動

に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかにすることを目的として作成さ

れます。つまり、１会計期間でどれだけの資金を獲得し、どれだけの資金を支

出したのかを示す書類です。

業務活動収支

業務支出

業務費用支出

人件費支出 人件費に係る支出

物件費等支出 物件費等に係る支出

支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出

その他の支出 上記以外の業務費用支出

移転費用支出

補助金等支出 補助金等に係る支出

社会保障給付支出 社会保障給付に係る支出

他会計への繰出支出 他会計への繰出に係る支出

その他の支出 上記以外の移転費用支出

業務収入

税収等収入 税収等の収入

国県等補助金収入 国や京都府からの補助金のうち、業務支出の財源に充当

した収入

使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入

その他の収入 上記以外の業務収入

臨時支出

災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出

その他の支出 上記以外の臨時支出

臨時収入

臨時収入 臨時にあった収入

投資活動収支

投資活動支出

公共施設等整備費支出 有形固定資産等の形成に係る支出

基金積立金支出 基金積立に係る支出

投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出

貸付金支出 貸付金に係る支出
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その他の支出 上記以外の投資活動支出

投資活動収入

国県等補助金収入 国や京都府からの補助金のうち、投資活動支出の財源に

充当した収入

基金取崩収入 基金取崩による収入

貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入

資産売却収入 資産売却による収入

その他の収入 上記以外の投資活動収入

財務活動収支

財務活動支出

地方債償還支出 地方債に係る元本償還の支出

その他の支出 上記以外の財務活動支出

財務活動収入

地方債発行収入 地方債発行による収入

その他の収入 上記以外の財務活動収入
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（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計 一般会計等 全体会計 連結会計

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 39,384,885 52,467,743 53,345,417 固定負債 4,563,858 14,090,074 14,454,070

有形固定資産 37,495,142 50,323,445 51,058,122 地方債 3,175,224 5,811,775 6,134,911

事業用資産 30,475,114 30,475,114 31,201,229 長期未払金 0 0 0

　 土地 22,468,042 22,468,042 22,530,329 退職手当引当金 1,205,460 1,205,524 1,246,385

立木竹 0 0 0 損失補償等引当金 0 0 0

建物 16,226,724 16,226,724 17,430,658 その他 183,174 7,072,775 7,072,775

建物減価償却累計額 ▲ 8,672,986 ▲ 8,672,986 ▲ 9,543,401 流動負債 652,597 1,172,350 1,225,411

工作物 4,455,384 4,455,384 5,015,241 １年内償還予定地方債 400,930 666,771 699,832

工作物減価償却累計額 ▲ 4,077,892 ▲ 4,077,892 ▲ 4,307,440 未払金 0 226,875 237,098

船舶 0 0 0 未払費用 0 0 0

船舶減価償却累計額 0 0 0 前受金 0 0 0

浮標等 0 0 0 前受収益 0 0 0

浮標等減価償却累計額 0 0 0 賞与等引当金 131,301 139,081 145,417

航空機 0 0 0 預り金 49,763 69,020 72,246

航空機減価償却累計額 0 0 0 その他 70,603 70,603 70,818

その他 0 0 0

その他減価償却累計額 0 0 0 5,216,455 15,262,424 15,679,481

建設仮勘定 75,841 75,841 75,841

インフラ資産 6,620,585 18,996,902 18,996,902 【純資産の部】

土地 3,585,602 4,249,436 4,249,436 固定資産等形成分 45,669,078 58,791,739 59,687,971

建物 118,593 350,392 350,392 余剰分（不足分） ▲ 7,219,437 ▲ 15,949,169 ▲ 16,253,634

建物減価償却累計額 ▲ 52,905 ▲ 160,484 ▲ 160,484 他団体出資等分 9,142

工作物 13,097,975 28,733,671 28,733,671

工作物減価償却累計額 ▲ 10,138,621 ▲ 14,233,479 ▲ 14,233,479

その他 0 0 0

その他減価償却累計額 0 0 0

建設仮勘定 9,940 57,366 57,366

物品 2,049,520 3,301,072 3,322,723

物品減価償却累計額 ▲ 1,650,076 ▲ 2,449,642 ▲ 2,462,731

無形固定資産 13,135 824,745 824,745

ソフトウェア 13,135 13,135 13,135

その他 0 811,610 811,610

投資その他の資産 1,876,608 1,319,553 1,462,549

投資及び出資金 854,799 107,643 68,124

有価証券 0 0 12,481

出資金 854,799 107,643 55,643

その他 0 0 0

投資損失引当金 0 0 0

長期延滞債権 32,280 76,367 82,244

長期貸付金 8,447 8,447 8,447

基金 983,481 1,133,934 1,256,502

減債基金 0 0 0

その他 983,481 1,133,934 1,256,502

その他 0 0 54,092

徴収不能引当金 ▲ 2,399 ▲ 6,838 ▲ 6,860

流動資産 4,281,211 5,637,250 5,777,544

現金預金 474,437 1,529,707 1,638,862

未収金 168,152 377,677 379,078

短期貸付金 3,548 3,548 3,548

基金 3,636,707 3,728,766 3,758,503

財政調整基金 3,636,707 3,728,766 3,758,503

減債基金 0 0 0

棚卸資産 0 2,760 2,760

その他 0 0 0

徴収不能引当金 ▲ 1,632 ▲ 5,208 ▲ 5,208

繰延資産 0 0 0 　　 純資産合計 38,449,641 42,842,570 43,443,479

   資産合計 43,666,096 58,104,994 59,122,960 負債及び純資産合計 43,666,096 58,104,994 59,122,960

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
令和5年3月31日

科　　目 科　　目

負債合計

４ 久御山町財務書類の分析

（１）貸借対照表
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①資産の部

どの会計においても資産のうち有形固定資産が占める割合が高くなってい

ます。有形固定資産をさらに分析すると、役場庁舎や小中学校などの固定資産

である事業用資産の割合が最も高く、ついで道路や水道施設などのインフラ資

産の割合が高くなっています。

有形固定資産の割合

（単位：千円、％）

②負債の部

負債合計に対する固定負債の地方債と流動負債の１年内償還予定地方債の

総額は以下のとおりとなり、負債の金額の大部分を占めます。地方債は世代間

負担公平の原則に基づき、主に固定資産の取得に必要な資金を将来世代に配分

する役割を担っています。

地方債の割合

（単位：千円、％）

一般会計等 全体会計 連結会計

事業用資産 30,475,114 81.3 30,475,114 60.6 31,201,229 61.1

インフラ資産 6,620,585 17.6 18,996,902 37.7 18,996,902 37.2

物品 399,443 1.1 851,429 1.7 859,991 1.7

有形固定資産計 37,495,142 100.0 50,323,445 100.0 51,058,122 100.0

一般会計等 全体会計 連結会計

地方債（固定） 3,175,224 60.9 5,811,775 38.1 6,134,911 39.1

地方債（流動） 400,930 7.7 666,771 4.4 699,832 4.5

地方債合計 3,576,154 68.6 6,478,546 42.5 6,834,743 43.6

負債合計 5,216,455 100.0 15,262,424 100.0 15,679,481 100.0
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（２）行政コスト計算書

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

7,115,127 11,378,490 13,932,506

4,535,540 5,734,538 6,145,370

2,364,572 2,491,078 2,603,679

職員給与費 1,671,978 1,775,183 1,873,072

賞与等引当金繰入額 131,301 137,090 143,426

退職手当引当金繰入額 0 0 3,827

その他 561,294 578,804 583,355

2,125,763 3,135,800 3,371,166

物件費 970,170 1,432,671 1,558,515

維持補修費 420,486 451,156 488,757

減価償却費 735,107 1,251,600 1,310,145

その他 0 372 13,750

45,205 107,660 170,524

支払利息 21,858 72,600 73,387

徴収不能引当金繰入額 5,235 9,800 9,806

その他 18,111 25,259 87,331

2,579,587 5,643,952 7,787,136

1,298,368 4,751,457 6,893,516

781,198 785,158 785,495

426,085 0 0

73,935 107,338 108,125

245,631 1,221,532 1,247,577

114,285 1,034,661 1,058,214

131,346 186,871 189,363

6,869,496 10,156,958 12,684,929

46,523 52,909 52,909

0 0 0

46,523 51,700 51,700

0 0 0

0 0 0

0 1,209 1,209

0 829 829

　 0 829 829

0 0 0

6,916,019 10,209,038 12,737,009

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書

自令和４年４月１日　至令和５年３月31日

科　　目

経常費用

業務費用

人件費

物件費等

その他の業務費用

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト
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①純経常行政コスト

経常費用の内訳は以下のとおりです。一般会計等では経常費用のなかでは

業務費用の割合が高くなっています。

経常費用の割合

（単位：千円、％）

さらに業務費用を分析すると以下のとおりです。業務費用のうち人件費の

割合が高いことが分かります。

業務費用の割合

（単位：千円、％）

②純行政コスト

純行政コストは、①純経常行政コストに臨時的な損益項目を調整した結果

算出されます。本年度は有形固定資産の除却（みまきこども園分園解体）によ

る資産除売却損が臨時損失に計上されています。

一般会計等 全体会計 連結会計

業務費用 4,535,540 63.7 5,734,538 50.4 6,145,370 44.1

移転費用 2,579,587 36.3 5,643,952 49.6 7,787,136 55.9

経常費用 7,115,127 100.0 11,378,490 100.0 13,932,506 100.0

一般会計等 全体会計 連結会計

人件費 2,364,572 52.1 2,491,078 43.4 2,603,679 42.4

物件費等 2,125,763 46.9 3,135,800 54.7 3,371,166 54.8

その他の業務費用 45,205 1.0 107,660 1.9 170,524 2.8

業務費用 4,535,540 100.0 5,734,538 100.0 6,145,370 100.0
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(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 37,686,504 45,098,682 ▲ 7,412,178

　純行政コスト（△） ▲ 6,916,019 ▲ 6,916,019

　財源 7,677,346 7,677,346

　　税収等 6,215,974 6,215,974

　　国県等補助金 1,461,372 1,461,372

　本年度差額 761,327 761,327

　固定資産等の変動（内部変動） 568,585 ▲ 568,585

　　有形固定資産等の増加 611,011 ▲ 611,011

　　有形固定資産等の減少 ▲ 735,618 735,618

　　貸付金・基金等の増加 700,433 ▲ 700,433

　　貸付金・基金等の減少 ▲ 7,241 7,241

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 1,810 1,810

　その他 0 0 0

　本年度純資産変動額 763,137 570,396 192,741

本年度末純資産残高 38,449,641 45,669,078 ▲ 7,219,437

(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 42,024,790 58,501,167 ▲ 16,476,377

　純行政コスト（△） ▲ 10,209,038 ▲ 10,209,038

　財源 11,004,109 11,004,109

　　税収等 7,586,841 7,586,841

　　国県等補助金 3,417,268 3,417,268

　本年度差額 795,071 795,071

　固定資産等の変動（内部変動） 268,231 ▲ 268,231

　　有形固定資産等の増加 1,003,017 ▲ 1,003,017

　　有形固定資産等の減少 ▲ 1,446,430 1,446,430

　　貸付金・基金等の増加 729,309 ▲ 729,309

　　貸付金・基金等の減少 ▲ 17,666 17,666

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 22,387 22,387

　その他 322 ▲ 46 368

　本年度純資産変動額 817,780 290,572 527,208

本年度末純資産残高 42,842,570 58,791,739 ▲ 15,949,169

(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体
出資等分

前年度末純資産残高 42,607,955 59,376,485 ▲ 16,747,517 ▲ 21,013

　純行政コスト（△） ▲ 12,737,009 ▲ 12,737,009 0

　財源 13,550,220 13,550,220 0

　　税収等 8,615,980 8,615,980 0

　　国県等補助金 4,934,240 4,934,240 0

　本年度差額 813,212 813,212 0

　固定資産等の変動（内部変動） 319,420 ▲ 318,860

　　有形固定資産等の増加 1,117,419 ▲ 1,116,859

　　有形固定資産等の減少 ▲ 1,505,610 1,505,610

　　貸付金・基金等の増加 734,438 ▲ 734,438

　　貸付金・基金等の減少 ▲ 26,826 26,826

　資産評価差額 ▲ 15 ▲ 15

　無償所管換等 22,387 22,387

　他団体出資等分の増加 0 0

　他団体出資等分の減少 0 0

　比例連結割合変更に伴う差額 30,155 30,155

　その他 ▲ 30,775 ▲ 30,306 ▲ 469

　本年度純資産変動額 835,523 311,486 493,882 30,155

本年度末純資産残高 43,443,479 59,687,971 ▲ 16,253,634 9,142

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書

自令和４年４月１日　至令和５年３月31日

一般会計等 合　計

全体会計 合　計

連結会計 合　計

（３）純資産変動計算書
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①純行政コスト

行政コスト計算書の最終行の純行政コストの金額が計上されます。

②財源

財源の内訳は、税収等と国県等補助金です。税収等と国県等補助金を比較

すると以下のとおりとなります。

財源の内訳

（単位：千円、％）

財源の金額が純行政コストの金額を上回ることから、久御山町が提供する

行政サービスは税収等と国・京都府からの補助金等の財源で賄われ、余剰分を

繰り越していることが分かります。

一般会計等 全体会計 連結会計

税収等 6,215,974 81.0 7,586,841 68.9 8,615,980 63.6

国県等補助金 1,461,372 19.0 3,417,268 31.1 4,934,240 36.4

財源 7,677,346 100.0 11,004,109 100.0 13,550,220 100.0
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（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

6,401,353 10,137,697 12,666,033

3,821,767 4,482,358 4,858,703

人件費支出 2,348,639 2,479,501 2,595,869

物件費等支出 1,437,728 1,914,721 2,111,845

支払利息支出 21,858 72,600 73,387

その他の支出 13,542 15,536 77,602

2,579,587 5,655,338 7,807,330

補助金等支出 1,298,368 4,762,843 6,913,713

社会保障給付支出 781,198 785,158 785,492

他会計への繰出支出 426,085 0 0

その他の支出 73,935 107,338 108,125

7,684,168 11,739,143 14,282,499

6,188,779 7,407,454 8,622,658

1,301,012 3,161,121 4,648,982

114,387 1,034,787 1,058,334

79,989 135,781 ▲ 47,475

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,282,814 1,601,447 1,616,466

1,377,289 1,704,273 1,827,154

589,358 842,185 955,564

706,201 780,358 785,485

0 0 0

81,730 81,730 81,730

0 0 4,375

267,377 424,748 467,954

146,946 188,685 217,796

11,433 37,699 46,860

82,270 82,270 82,270

15 1,161 1,161

26,713 114,933 119,868

▲ 1,109,912 ▲ 1,279,525 ▲ 1,359,200

488,487 781,655 812,938

420,861 713,832 745,114

67,626 67,823 67,823

282,200 393,400 454,951

282,200 393,400 454,951

0 0 0

▲ 206,287 ▲ 388,255 ▲ 357,987

▲ 33,385 ▲ 66,334 ▲ 100,720

448,262 1,536,482 1,679,154

▲ 4

414,878 1,470,148 1,578,430

55,477 55,477 56,204

4,082 4,082 4,228

59,559 59,559 60,432

474,437 1,529,707 1,638,862

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

資金収支計算書
自令和４年４月１日　至令和５年３月31日

科目

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

移転費用支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債発行収入

その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

（４）資金収支計算書
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①業務活動収支

業務活動収支は、久御山町が行政サービスを提供するための資金がどのよ

うに獲得され、どのように支出されているかを示します。業務活動収支はプラ

スとなっており、行政サービスを提供するための資金が税収等で十分に獲得で

きていることが分かります。

②投資活動収支

投資活動収支は、久御山町が行政サービスを提供するために必要な施設の

建設に係る資金の状況や、基金や貸付金の収支の状況を示します。投資活動収

支はマイナスとなっており、施設の建設等に多くの資金が必要だったことが分

かります。

③財務活動収支

財務活動収支は、主に地方債発行による収入や償還による支出がいくらで

あったかを示します。財務活動収支はマイナスとなっており、地方債の償還に

よる支出が、発行による収入よりも多いことから、地方債の残高は前年よりも

減少していることが分かります。
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（５）各種指標による分析（一般会計等）

国の「地方公会計の推進に関する研究会報告書（令和元年度）」に記載さ

れている財務書類から得られる各種指標（一般会計等）を算出し、令和３年

度と比較します。なお、住民一人当たりの指標算出に必要な住民基本台帳人

口は、各年度の１月１日現在の値です。また、類似団体平均とは、国勢調査

をもとにした人口と産業構造の二つの要素を基準に分類し、同じ分類となっ

た全国の市町村平均です。

①住民一人当たり資産額

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たりの資産額を算出しま

す。

算定式

資産合計 ÷ 住民基本台帳人口

①住民一人当たり資産額

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

資産合計（万円） 4,391,418 4,306,614 4,366,610

人口（人） 15,787 15,551 15,496

当該値（万円） 278.2 276.9 281.8 4.9 1.8

類似団体平均値（万円）※ 227.6 238.9

※令和５年10月時点

220

230

240

250

260

270

280

290

令和２年度 令和３年度 令和４年度

住民一人当たり資産額（万円）

当該値 類似団体平均値
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公共施設（みまきこども園分園）の解体はあったものの、佐山排水機場施

設更新工事などによる資産の増があったため、昨年度と比べて４万９千円の

増額となりました。類似団体と比べて、住民一人当たり資産額は高いです。

②歳入額対資産比率

歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成され

たストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表します。

分母となる歳入総額の増（町税収入などの増）はあったものの、資産合計の

増（佐山排水機場施設更新工事など）があったため、昨年度と同様の数値での

推移となっています。類似団体と比べて、歳入額対資産比率は高いです。

算定式

資産合計 ÷ 歳入総額

②歳入額対資産比率

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

資産合計（万円） 4,391,418 4,306,614 4,366,610

歳入総額（万円） 983,612 859,558 868,201

当該値（年） 4.5 5.0 5.0 0.0 0.0

類似団体平均値（年） 3.2 3.6
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③有形固定資産減価償却率

有形固定資産（事業用資産及びインフラ資産）のうち、償却資産の取得価

額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対し

て資産の取得からどの程度経過しているかを全体として把握できます。な

お、減価償却累計額の算定には耐用年数省令による耐用年数を用いることを

原則としているため、資産の長寿命化対策を行った場合に、その結果が直接

反映されるものではありません。

有形固定資産としては、佐山排水機場施設更新工事などによる資産の増

や、みまきこども園分園の解体による資産の減がありましたが、既存施設等

の減価償却が進んだことにより減価償却累計額が増額となったため、昨年度

算定式

減価償却累計額

有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額

③有形固定資産減価償却率

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

減価償却累計額（万円） 2,115,632 2,240,124 2,294,240

有形固定資産（万円） 3,366,714 3,340,714 3,389,868

当該値（％） 62.8 67.1 67.7 0.6 0.9

類似団体平均値（％） 66.2 65.5

※有形固定資産＝有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額

※本指標における有形固定資産とは、事業用資産及びインフラ資産のことを指します。
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当該値 類似団体平均値
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と比べて 0.6 ポイントの増となりました。昨年度と同様、有形固定資産減価

償却率は 60％を超えており、老朽化への対応を計画的に進める必要がありま

す。

④純資産比率

純資産の変動は、将来世代と過去及び現世代との間で負担の割合が変動し

たことを意味します。たとえば、純資産の増加は、過去及び現世代の負担に

よって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味する一方、純資産の

減少は、将来世代が利用可能な資源を過去及び現世代が消費して便益を享受

しているととらえることができます。

佐山排水機場施設更新工事や水槽付消防ポンプ車の購入などによる資産増

と地方債償還による負債合計の減により、純資産が増加したことで、昨年度

算定式

純資産 ÷ 資産合計

④純資産比率

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

純資産（万円） 3,862,951 3,768,650 3,844,964

資産合計（万円） 4,391,418 4,306,614 4,366,610

当該値（％） 88.0 87.5 88.1 0.6 0.7

類似団体平均値（％） 72.8 74.8
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と比べて 0.6 ポイント増となり、将来世代も利用可能な資源がわずかに増加

しています。類似団体と比べて、純資産比率は高いです。

⑤社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）

将来世代負担比率は、有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償

還等が必要な負債による調達割合（公共資産等形成充当負債の割合）を算定

することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握できま

す。

算定式

地方債残高

有形・無形固定資産合計

⑤社会資本形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

地方債残高（万円） 264,920 281,268 287,698

有形・無形固定資産合計
（万円）

3,921,182 3,763,461 3,750,828

当該値（％） 6.8 7.5 7.7 0.2 2.7

類似団体平均値（％） 16.4 16.2

令和２年度 令和３年度 令和４年度

　臨時財政特例債（万円）

　減税補填債（万円） 4,559 3,225 2,141

　臨時税収補填債（万円）

　臨時財政対策債（万円） 95,804 81,808 67,776

　減収補填債特例分（万円）

※地方債残高は、地方債及び１年内償還予定地方債から次のものを控除した額です。
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償還により臨時財政対策債や減税補塡債の地方債残高が減少する一方、佐山

排水機場施設更新工事やみまきこども園分園解体工事などに伴う新たな借り

入れにより、昨年度と比べて 0.2 ポイント増加しています。類似団体と比べ

て、将来世代負担比率は低いです。

⑥住民一人当たり行政コスト

行政コスト計算書で算出される純行政コストを住民基本台帳人口で除して

住民一人当たりの行政コストの額を算出することにより、行政活動の効率性

を測定することが可能となります。

昨年度と比べて住民一人当たり８千円減少していますが、令和３年度の中

央公民館などの解体工事に係る臨時的な費用が減少したことより、資産除売

却損が減少したことで、純行政コストが減少したことによるものです。類似

算定式

純行政コスト ÷ 住民基本台帳人口

⑥住民一人当たり行政コスト

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

純行政コスト（万円） 828,316 705,859 691,602

人口（人） 15,787 15,551 15,496

当該値（万円） 52.5 45.4 44.6 ▲ 0.8 ▲ 1.8

類似団体平均値（万円） 65.2 53.5
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団体と比べて、住民一人当たり行政コストは低いです。

⑦住民一人当たり負債額

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たりの負債額を算出しま

す。

地方債や退職手当引当金の減などにより、昨年度と比べて住民一人当たり

９千円減少しています。類似団体と比べて、住民一人当たり負債額は低いで

す。

算定式

負債合計 ÷ 住民基本台帳人口

⑦住民一人当たり負債額

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

負債合計（万円） 528,467 537,964 521,646

人口（人） 15,787 15,551 15,496

当該値（万円） 33.5 34.6 33.7 ▲ 0.9 ▲ 2.7

類似団体平均値（万円） 61.9 60.4
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⑧基礎的財政収支

基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、税収・税外収入と公債費を

除く歳出との収支を表し、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点

の税収等でどれだけ賄えているかを示します。

昨年度と比べて１億６千８百万円増加していますが、その要因は、税収の

増などにより業務活動収支が増加したことや、佐山排水機場施設更新工事な

どの大規模事業を実施したものの、昨年度より国等補助金収入が増加したこ

とにより投資活動収支が増加したためです。類似団体と比べて、基礎的財政

収支は高いです。

算定式

業務活動収支（支払利息支出を除く）＋

投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）

⑧基礎的財政収支

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

業務活動収支（百万円） 906 1,225 1,305

投資活動収支（百万円） ▲ 557 ▲ 503 ▲ 415

当該値（百万円） 349 722 890 168 23.3

類似団体平均値
（百万円）

212.3 621.2

※業務活動収支は、支払利息支出を除きます。

※投資活動収支は、基金積立金支出及び基金取崩収入を除きます。

▲ 400

▲ 200

0

200

400

600

800

1,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度

基礎的財政収支（百万円）

当該値 類似団体平均値



27

⑨受益者負担の状況（受益者負担比率）

行政コスト計算書の経常収益（使用料や手数料等）と経常費用を比較する

ことにより、行政サービス提供に対する直接的な受益者負担の割合を算出し

ます。

昨年度と比べて 0.2 ポイント増加していますが、その要因は、経常収益は

増加したものの、佐山排水機場施設更新工事など大規模事業を実施したこと

により、経常費用が増加したことによるものです。類似団体と比べて、受益

者負担比率は低いです。

算定式

経常収益

経常費用

⑨受益者負担の状況（受益者負担比率）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 a 令和４年度 b 差（b-a） 伸び（b/a-1）％

経常収益（万円） 21,405 23,153 24,563

経常費用（万円） 841,405 705,586 711,513

当該値（％） 2.5 3.3 3.5 0.2 6.1

類似団体平均値（％） 3.5 4.6
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一般会計等財務書類における注記

１ 重要な会計方針

（１） 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産････････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････････再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの･･････････････････取得原価

取得原価が不明なもの････････････････････････再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

② 無形固定資産･･････････････････････････････・取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの･･････････････････取得原価

取得原価が不明なもの････････････････････････再調達原価

（２） 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券

該当なし

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの････････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は個別法により算定）

イ 市場価格のないもの････････････････････････出資金額

（３） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

（４） 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 22 年～50年

工作物 30 年～60年

物品 ２年～15 年
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② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取

引及びリース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除

きます。）

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（５） 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額の差額を計上しています（令和４年度は該当

なし）。

② 徴収不能引当金

未収金、長期延滞債権及び長期貸付金の徴収不能または回収不能に備えるため、過去５年間の

平均不納欠損率により（または個別の回収可能性を検討し）、徴収不能見込額または回収不能見込

額を計上しています。

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。期末時点において在職する職員が自己都合により退

職するとした場合の要支給額に、退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に

対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち

久御山町に按分される額を加算した額を控除した額となります。

④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています（令和４年度は該当な

し）。

⑤ 賞与等引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそ

れらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計

上しています。

（６） リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
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通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています（令和４年度は該当なし）。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７） 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（久御山町資金管理方針において、歳計現金

等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含

んでいます。

（８） その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産とし

て計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、または固定資産の

取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。

２ 重要な会計方針の変更等

（１） 会計方針の変更

該当なし

（２） 表示方法の変更

該当なし

（３） 資金収支計算書における資金の範囲の変更

該当なし

３ 重要な偶発事象

（１） 主要な業務の改廃

該当なし

（２） 組織・機構の大幅な変更

該当なし

（３） 地方財政制度の大幅な改正

該当なし

（４） 重要な災害等の発生

該当なし
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４ 偶発債務

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況

久御山町中小企業低利融資規則に基づき、京都信用保証協会が融資対象者の金融機関からの

貸付けに対する債務を保証したことにより、京都信用保証協会と金融機関との間で締結してい

る約定書に基づいて代位弁済をしたときは、久御山町は、京都信用保証協会に対し当該代位弁

済による損失補償金を交付する。

損失補償金の額は、京都信用保証協会が代位弁済をした金額のうち元金相当額から代位弁済

をしたのちに回収した金額の元金充当額及び中小企業信用保険法第５条の規定により支払いを

受けた保険金の額を控除した額に対して、100 分の 80 を乗じて得た額（ただし、その額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。

（２） 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

該当なし

５ 追加情報

（１） 財務書類の内容に係る留意事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異

差異なし

③ 地方自治法等第 235 条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計については、出納整

理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

④ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があ

ります。

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりで

す。

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

該当なし

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額

繰越明許費（一般会計） 24,459 千円

事故繰越（一般会計） 6,024 千円

⑧ 過年度修正等に関する事項

該当なし

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － 0.3 －
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（２） 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

該当なし

② 減債基金に係る積立不足額

該当なし

③ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に

含まれることが見込まれる金額 2,483,538 千円

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり

です。

標準財政規模 5,408,624 千円

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 356,706 千円

将来負担額 5,421,305 千円

充当可能基金額 4,620,188 千円

特定財源見込額 892,106 千円

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 2,483,538 千円

⑤ 地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

長期リース債務 173,378 千円

短期リース債務 70,603 千円

（３） 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

（４） 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 889,528 千円

② 既存の決算情報との関連性

収入（歳入） 支出（歳出）

歳入歳出決算書 8,682,006 千円 8,267,129 千円

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 － －

前年度末資金残高 448,262 千円 －

資金収支計算書 8,233,744 千円 8,267,129 千円
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③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

業務活動収支 1,282,814 千円

投資活動収入の国県等補助金収入 146,946 千円

投資活動収入のその他の収入 25,713 千円

未収債権額の増加（減少） 9,127 千円

減価償却費 ▲735,106 千円

賞与等引当金繰入額（増減額） ▲15,933 千円

退職手当引当金繰入額（増減額） 50,363 千円

徴収不能引当金繰入額（増減額） 430 千円

資産売却益 0 千円

資産除売却損 ▲46,523 千円

その他の事項 43,496 千円

純資産変動計算書の本年度差額 761,327 千円

④ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

一時借入金の限度額 300,000 千円

一時借入金に係る利子額 264 千円

⑤ 重要な非資金取引

該当なし
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全体財務書類における注記

１ 重要な会計方針

（１） 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産････････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････････再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの･･････････････････取得原価

取得原価が不明なもの････････････････････････再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

② 無形固定資産･･････････････････････････････・原則として取得原価

ただし、取得原価が不明なものは再調達原価としています。

（２） 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券････････････････････････原価法

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの････････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は個別法により算定）

イ 市場価格のないもの････････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの････････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は移動平均法により算定）

イ 市場価格のないもの････････････････････････出資金額

（３） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

（４） 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15 年～65 年

工作物 ７年～60 年

物品 ２年～20 年
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② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取

引及びリース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除

きます。）

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（５） 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額の差額を計上しています（令和４年度は該当

なし）。

② 徴収不能引当金

未収金、長期延滞債権及び長期貸付金の徴収不能または回収不能に備えるため、過去５年間の

平均不納欠損率により（または個別の回収可能性を検討し）、徴収不能見込額または回収不能見込

額を計上しています。

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。期末時点において在職する職員が自己都合により退

職するとした場合の要支給額に、退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に

対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち

久御山町に按分される額を加算した額を控除した額となります。

④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています（令和４年度は該当な

し）。

⑤ 賞与等引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそ

れらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計

上しています。

（６） リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
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通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７） 全体資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動

が僅少なもので、３か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただし、一般

会計等においては、久御山町資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預

金等をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを

含んでいます。

（８） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、久御山町水道事業会計及び久御山町公共下水道事業会計については、税抜方式によ

っています。

２ 重要な会計方針の変更等

（１） 会計方針の変更

該当なし

（２） 表示方法の変更

該当なし

（３） 連結資金収支計算書における資金の範囲の変更

該当なし

３ 重要な偶発事象

（１） 主要な業務の改廃

該当なし

（２） 組織・機構の大幅な変更

該当なし

（３） 地方財政制度の大幅な改正

該当なし

（４） 重要な災害等の発生

該当なし
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４ 偶発債務

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況

久御山町中小企業低利融資規則に基づき、京都信用保証協会が融資対象者の金融機関からの

貸付けに対する債務を保証したことにより、京都信用保証協会と金融機関との間で締結してい

る約定書に基づいて代位弁済をしたときは、久御山町は、京都信用保証協会に対し当該代位弁

済による損失補償金を交付する。

損失補償金の額は、京都信用保証協会が代位弁済をした金額のうち元金相当額から代位弁済

をしたのちに回収した金額の元金充当額及び中小企業信用保険法第５条の規定により支払いを

受けた保険金の額を控除した額に対して、100 分の 80 を乗じて得た額（ただし、その額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。

（２） 係争中の訴訟等

該当なし

５ 追加情報

（１） 全体財務書類対象団体（会計）

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

（２） 出納整理期間

地方自治法第 235 条の５に基づき、出納整理期間が設けられている団体（会計）においては、

出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい

ます。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）

との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものと

して調整しています。

（３） 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

（４） 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

該当なし

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合（％）

久御山町国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 100

久御山町介護保険特別会計 特別会計 全部連結 100

久御山町後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 100

久御山町水道事業会計 公営企業 全部連結 100

久御山町公共下水道事業会計 公営企業 全部連結 100
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連結財務書類における注記

１ 重要な会計方針

（１） 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産････････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････････再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの･･････････････････取得原価

取得原価が不明なもの････････････････････････再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

② 無形固定資産･･････････････････････････････・原則として取得原価

ただし、取得原価が不明なものは再調達原価としています。

なお、一部の連結対象団体（地方独立行政法人、一般財団法人、地方三公社等）においては、

原則、取得原価としています。

（２） 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券････････････････････････償却原価法（定額法）

ただし、一部の連結対象団体においては、利息法によっています。

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの････････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は移動平均法により算定）

イ 市場価格のないもの････････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの････････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は個別法により算定）

イ 市場価格のないもの････････････････････････出資金額

（３） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による低価法

（４） 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15 年～65 年
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工作物 ７年～60 年

物品 ２年～20 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法

（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。）

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取

引及びリース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除

きます。）

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（５） 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額の差額を計上しています（令和４年度は該当

なし）。

② 徴収不能引当金

未収金、長期延滞債権及び長期貸付金の徴収不能または回収不能に備えるため、過去５年間の

平均不納欠損率により（または個別の回収可能性を検討し）、徴収不能見込額または回収不能見込

額を計上しています。）

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。期末時点において在職する職員が自己都合により退

職するとした場合の要支給額に、退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に

対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち

久御山町に按分される額を加算した額を控除した額となります。

④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています（令和４年度は該当な

し）。

⑤ 賞与等引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそ

れらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計

上しています。
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（６） リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総

額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７） 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が

僅少なもので、３か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただし、一般会計

等においては、久御山町資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等を

いいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含

んでいます。

（８） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、久御山町水道事業会計及び久御山町公共下水道事業会計については、税抜方式によ

っています。

（９） 連結対象団体

決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決

算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が３か月を超える

連結対象（会計）については仮決算を行っています。

２ 重要な会計方針の変更等

（１） 会計方針の変更

該当なし

（２） 表示方法の変更

該当なし

（３） 連結資金収支計算書における資金の範囲の変更

該当なし
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３ 重要な偶発事象

（１） 主要な業務の改廃

該当なし

（２） 組織・機構の大幅な変更

該当なし

（３） 地方財政制度の大幅な改正

該当なし

（４） 重要な災害等の発生

該当なし

４ 偶発債務

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況

久御山町中小企業低利融資規則に基づき、京都信用保証協会が融資対象者の金融機関からの

貸付けに対する債務を保証したことにより、京都信用保証協会と金融機関との間で締結してい

る約定書に基づいて代位弁済をしたときは、久御山町は、京都信用保証協会に対し当該代位弁

済による損失補償金を交付する。

損失補償金の額は、京都信用保証協会が代位弁済をした金額のうち元金相当額から代位弁済

をしたのちに回収した金額の元金充当額及び中小企業信用保険法第５条の規定により支払いを

受けた保険金の額を控除した額に対して、100 分の 80 を乗じて得た額（ただし、その額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。

（２） 係争中の訴訟等

該当なし

５ 追加情報

（１） 連結対象団体（会計）

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合（％）

久御山町国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 100.00

久御山町介護保険特別会計 特別会計 全部連結 100.00

久御山町後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 100.00

久御山町水道事業会計 公営企業 全部連結 100.00

久御山町公共下水道事業会計 公営企業 全部連結 100.00

（公財）久御山町文化スポーツ事業団 第３セクタ－ 全部連結 100.00

（公社）久御山町シルバー人材センター 第３セクター － －

城南衛生管理組合 一部事務組合 比例連結 5.33

京都府市町村職員退職手当組合 一部事務組合 － －

澱川右岸水防事務組合 一部事務組合 比例連結 5.60

淀川・木津川水防事務組合 一部事務組合 比例連結 22.33
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① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としてい

ます。

③ 京都府市町村職員退職手当組合に係る連結については、連結財務書類の貸借対照表に久御山

町の持分相当の退職手当に係る基金及び退職手当支給準備金を計上して退職手当組合を連結し

たものとみなすものとする方法によっています。

③ 城南土地開発公社は共同出資の土地開発公社のため、出資割合に基づく比例連結の対象とし

ています。

④ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっても業務

運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としていま

す。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等につい

ては、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合等

が 25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としな

い場合があります。

※（公社）久御山町シルバー人材センターについて、令和２年度末までは出捐金の存在により、

連結団体の対象としていましたが、令和３年度末で０(ゼロ)円となったため、連結団体の対

象外としています。

（２） 出納整理期間

地方自治法第 235 条の５に基づき、出納整理期間が設けられている団体（会計）においては、

出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい

ます。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）

との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものと

して調整しています。

（３） 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

（４） 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

該当なし

京都府市町村議会議員公務災害補償等組合 一部事務組合 比例連結 6.90

京都府自治会館管理組合 一部事務組合 比例連結 2.68

京都府後期高齢者医療広域連合 一部事務組合 比例連結 0.78

京都地方税機構 一部事務組合 比例連結 0.75

城南土地開発公社 土地開発公社 比例連結 12.50


